
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額

家畜衛生指導調査費

区  分

手数料 財　源

945

財 源 内 訳

0

一　般

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目 款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

 ＜財源内訳＞

事 業 名

(前年度予算額： 9451,039１ 事 業 費 千円)

（各課様式１）

使用料 財　産

0 1,039

0 0 0 0

事業費

945

寄附金

0 0

・多様化する家畜疾病に応える診療体制の整備が重要。
・安全な畜水産物生産のため、動物用医薬品の適正使用が重要。また、動物用医薬品、
　医療機器の適正流通のため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
　に関する法律（医薬品医療機器等法）の厳格な運用が必要。
・県有種雄牛を含めた重要な和牛遺伝資源が不正に流通することのないよう、精液及び
　受精卵の適正な管理が必要。

1,039

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・医薬品医療機器等法、獣医師法、獣医療法および家畜改良増殖法に基づく申請届出等
　の事務
・動物用医薬品販売業、飼育動物診療施設等畜産関係施設への立入指導
・家畜改良増殖上重要となる家畜人工授精用凍結精液・受精卵の適正な流通を確保する
　ため、家畜人工授精師への指導や家畜人工授精所への立入を実施

農政部　家畜防疫対策課　防疫指導係 電話番号：058-272-1111(内4160)

E-mail：c11449@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

0 0



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

４

決定額の考え方
　

３ 事業費の積算 内訳
金額 事業内容の詳細

４ 参 考 事 項

・平成22年8月に農水水産省が「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を
　策定。
・平成26年6月及び11月に「薬事法」が「医薬品医療機器等法」に改正され、通信販売や
　再生医療等製品に関する規定とインターネット販売に関する新たな項目が定められ、
　医療機器に関する規定が新たに章立てられた。
・令和2年4月に「家畜改良増殖法」の改正により精液・受精卵の流通管理の規制等が
　見直され、同時に「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」が制定。家畜
　遺伝資源に対する不正競争への民事的な救済措置と抑止力強化が定められた。

（１）国・他県の状況

需用費

役務費 154

71

1,039

305 消耗品費、燃料費

郵便代、電話代

有料道路使用料使用料

合計

研修会講師謝金

各種会議、協議会及び研修会への出席旅費

　・県負担10/10

　・種雄牛等を所有している県は類似事業を実施

39

470

事業内容

報償費

旅費



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R6年度
(R ) 実績

141件

60件

○指標を設定することができない場合の理由

（これまでの取組内容と成果）

　動物用医薬品販売業者等及び飼育動物診療施設への立入指導により、動物用医
薬品の適正な流通販売、適正な獣医療の提供を図った。また、学校で飼育されて
いる家きんの伝染病予防を図った。
　家畜人工授精用精液及び家畜受精卵に関して、成績調査や家畜人工授精所への
立入指導を行い、適正な取り扱いや、県有種雄牛凍結精液の流出防止を実施し
た。

令
和
５
年
度

　動物用医薬品販売業者等及び飼育動物診療施設への立入指導により、動物用医
薬品の適正な流通販売、適正な獣医療の提供を図った。また、学校で飼育されて
いる家きんの伝染病予防を図った。
　家畜人工授精用精液及び家畜受精卵に関して、成績調査や家畜人工授精所への
立入指導を行い、適正な取り扱いや、県有種雄牛凍結精液の流出防止を実施し
た。

指標① 目標：１３４ 実績：１４４ 達成率：１０７ ％

令
和
６
年
度

　動物用医薬品販売業者等及び飼育動物診療施設への立入指導により、動物用医
薬品の適正な流通販売、適正な獣医療の提供を図った。また、学校で飼育されて
いる家きんの伝染病予防を図った。
　家畜人工授精用精液及び家畜受精卵に関して、成績調査や家畜人工授精所への
立入指導を行い、適正な取り扱いや、県有種雄牛凍結精液の流出防止を実施し
た。

指標① 目標：１３４ 実績：１４１ 達成率：１０６％

指標① 目標：１３４ 実績：１５４ 達成率：１１５ ％

令
和
４
年
度

100%

①飼育動物診療
施設及び医薬品
販売業等立入件
数 134件 133件 106%

指標名
R7年度 R8年度 終期目標

②凍結精液の適
正な取扱いにつ
いての指導回数 60件 60件

目標 目標 (R ) 達成率

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

　獣医療の適切な提供及び動物用医薬品、動物用医薬部外品又は動物用医療機器の適
切な流通・販売が維持されるようにする。
　家畜改良増殖法に基づく、より適正な家畜人工授精用精液あるいは家畜受精卵の取
扱い及び適正な人工授精業務の実施に資する。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

（今後の課題）

　動物用医薬品を適正に流通及び使用ための体制を維持する必要がある。
　凍結精液の不正流通を防ぐため、家畜人工授精用精液証明書及び精液ストローの適
正な取扱い関する指導・啓発を引き続き実施する。

(評価) 　動物用医薬品の適正な流通及び使用が行われるよう、家畜診療施設及び医
薬品販売業者等へ継続的に立入指導する必要がある。
　家畜人工授精用精液等の適切な流通が行われるよう、家畜改良増殖法に基
づき、家畜人工授精所等への指導等を行う必要がある。

２

(評価) 　適正な獣医療、動物用医薬品の流通販売体制が確認できている。
　人工授精用凍結精液、受精卵の適正な取扱いにより、貴重な県有財産であ
る県有種雄牛の県外流出の防止が図られている。２

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　家畜診療施設、動物用医薬品及び動物用医療機器販売業者等への立入検査及び指導
等を継続し、適正な獣医療体制や動物用医薬品の流通を確保する必要がある。
　受精卵・凍結精液の適正な管理・使用は、家畜の改良増殖の根幹となる部分であ
り、県有精液の適正な流通、使用は飛騨牛のブランド強化のために重要であることか
ら、今後も継続指導が必要である。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課 【○○課】

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 　岐阜県獣医師会等関係団体と連携を密にして実施している。
　立入検査や指導方法を他の事業と併せて行うなど、効率的に事業を行って
いる。２

２ 事業の評価と課題


